
(1) 課金トラブルと未成年者取消（相談員より）

(2)「ゲーム」「トラブル」について知る

(3)「約束作りのポイント」や「利用時間の考え方」

（4）機能制限でできること

（5）質疑応答

子どもが安全にスマホ・ゲーム
で遊ぶために

７.申込・問合せ先

 ■「子どもがスマホで何時間もゲームを続けてしまう」

 ■「クレジットカードに身に覚えのない高額課金を請求された！」

 ■「ゲームの仲間ともめている！！」

など、子どものスマホ・ゲームに関するさまざまなトラブルが起きています。

 保護者や周りの大人たちが、日頃からどのように対策をすればよいのでしょうか。

 消費生活センターの相談員とゲーム制作会社の社員が、直接お伝えします。

右のＱＲコードよりお申し込みください。

または直接、電話でお申し込みください。

  【電話番号】042-378-2111 内線(272）

【受付時間】平日8時30分から午後5時 ※土日祝除く

   問合せ：稲城市産業スポーツ部 市民協働課 市民相談係（飯野・中瀬）

 

１.日時：令和７年７月９日（水）10:30～12:00

２.会場：稲城市地域振興プラザ 4階 会議室

３.講師：(1)池見 浩（稲城市消費生活センター相談員）

 (2)ガンホー・オンライン・エンターティメント株式会社 社員

４.内容

▼申込用QRコード

 

６.主な対象者：小学生や中学生の保護者等

５.参加費：無料
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